
令和３年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No 12 府 省 庁 名    金融庁        

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
過大支払利子税制における保険負債利子の取扱いに係る所要の措置等 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 

支払利子等のうち、その受領者において、我が国の課税対象所得に含まれるものは、過大支払利子税制の

対象外とされている。 

 

 

 

・特例措置の内容 

 

保険会社において認識される保険負債利子のうち、その受領者において、我が国で課税対象所得に含まれ

るか否かの判断ができないものや課税対象所得に含まれる支払利子の額の算定が困難なものについて取扱い

を明確にするなど、過大支払利子税制に係る所要の措置を講じること。 

 

 

 

 

関係条文 

 

 租税特別措置法第 66の５の２ 等 

減収 

見込額 

［初年度］   -   （   -   ）  ［平年度］   -   （   -   ） 

［改正増減収額］          -                    （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

 

過大支払利子税制における保険負債利子の取扱いの明確を目的とする。 
 

（２）施策の必要性 

平成 31年度税制改正で過大支払利子税制の見直しが行われ、受領者において我が国の課税対象所得に含ま
れる支払利子等を除き、国内外への支払利子等の全てが、その対象とされた。 

保険会社が計上する保険負債利子のうち、一部については、受取人が我が国で課税されるか否かの判断が
できないものや、その計算が非常に煩雑になるものがある。過大支払利子税制が租税回避防止規定であると
ころの趣旨に鑑みた措置を講じる必要がある。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

なし 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

 
Ⅰ－２ 健全な金融システムの確保のための制度・環境整備 

 
 
 

政策の 

達成目標 

 
保険会社と保険負債利子の性質を踏まえた過大支払利子税制の取扱いとすること。 
 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 
恒久措置とする。 

 
 

同上の期間中

の達成目標 

 
（政策の達成目標と同じ） 
 

政策目標の 

達成状況 

 
 ― 
 
 
 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 
 保険負債利子を計上する生命保険会社及び損害保険会社に適用されることが見込まれる。 
 
 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 
実務的な取扱いを明らかにすることで、過大支払利子税制の制度趣旨と保険会社の実態に見

合った税制となる。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 
なし 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 
なし 

 
 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

 ― 

 

 

要望の措置の 

妥当性 

 
本措置は、過大支払利子税制と保険会社の実態との間に生じた不合理を解消するためのもの

であり、妥当である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 
 ― 

 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

 
 ― 

 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 
 ― 

 

前回要望時の 

達成目標 

 
 ― 

 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 
 ― 

 

 

 

 

これまでの要望経緯 

 
今年度が初めての要望である。 
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